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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第159期

第２四半期連結
累計期間

第160期
第２四半期連結

累計期間
第159期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年９月30日

自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （百万円） 164,658 161,400 329,487

経常利益 （百万円） 8,742 9,078 20,650

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 3,658 6,047 9,444

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,612 8,676 13,519

純資産額 （百万円） 158,603 177,195 170,910

総資産額 （百万円） 443,856 447,406 450,790

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 41.20 68.11 106.40

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 35.0 38.8 37.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 10,631 12,789 26,872

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △7,372 △10,587 △14,132

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 5,236 △9,494 △324

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 27,847 25,420 32,179

 

回次
第159期

第２四半期連結
会計期間

第160期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 13.83 36.51

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

２．消費税等の処理は税抜方式によっています。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していま

せん。

４．当社は平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株の割合で株式併合を行っています。これ

に伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益金

額を算定しています。
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２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社および当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありま

せん。主要な関係会社の異動については、以下のとおりです。

なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しています。詳細は「第４　経理の状況　１四半

期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりです。

 

（その他事業）

第１四半期連結会計期間において、東洋紡ＧＦＡ㈱は当社と合併したことにより、連結の範囲から除外していま

す。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更

はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりです。

 

当社は平成29年９月22日開催の取締役会において、当社が所有する固定資産（信託受益権）を譲渡することを決議

し、同年９月26日付で譲渡契約を締結しました。なお、当該物件の引渡しは同年10月20日に完了しています。詳細

は、「第４　経理の状況　１四半期連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりです。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く事業環境は、世界経済においては、米国ではハリ

ケーンの影響は限定的で底堅い成長が続きましたが、中国では民間の設備投資が鈍化し、景気はゆるやかに減速し

ました。また、ユーロ圏では個人消費が堅調で、景気はゆるやかに拡大しました。一方、国内においては、企業活

動が持ち直し、雇用環境も改善するなか、景気はゆるやかな回復が続きました。

このような環境のもと、当社グループは、「環境、ヘルスケア、高機能で、社会に貢献する価値を、創りつづけ

るカテゴリー・リーダー」をめざし、特長のある製品を、国内外の市場へ展開しています。当第２四半期連結累計

期間においても、平成30年３月期までの４年間の中期計画で掲げた「海外展開の加速」、「新製品の拡大・新事業

の創出」、「国内事業の競争力強化」、「資産効率の改善」、「グローバル経営機能の強化」の５つのアクション

プランに沿って、事業活動を進めました。

「海外展開の加速」においては、透明蒸着フィルム“エコシアール”の拡販に向けて、インドネシアにパッケー

ジングフィルム生産の合弁会社を設立することを決めました。また、エアバッグ用基布事業では、当連結会計年度

後半からの拡大に向けて、海外生産拠点での増産体制を整えました。

「新製品の拡大・新事業の創出」では、電子ペーパーディスプレイなどに使われる高耐熱性ポリイミドフィルム

“ゼノマックス”の事業化に向けて、合弁会社を設立することを決めました。また、液晶偏光子保護フィルムとし

て展開する“コスモシャイン ＳＲＦ”は、大手偏光板メーカーを中心に拡販を進めました。さらに神経再生誘導

チューブ“ナーブリッジ”については、国内での適用症例数を着実に伸ばしました。

 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比33億円（2.0％）減の1,614億円となり、営業利益

は同２億円（1.5％）減の105億円、経常利益は同３億円（3.8％）増の91億円、親会社株主に帰属する四半期純利

益は同24億円（65.3％）増の60億円となりました。

 

セグメント別の概況は次のとおりです。

なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更し、以下の前年同四半期比較については、前

年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組替えた数値で比較しています。

 

（フィルム・機能樹脂事業）

当事業は、原料価格の影響を受けたものの、工業用フィルムは販売を伸ばし、また、機能樹脂製品でも拡販が

進み、前年同期に比べ増収増益となりました。

フィルム事業では、包装用フィルムは、原料価格の影響を受け苦戦しました。一方、工業用フィルムは、“コ

スモシャイン ＳＲＦ”や電子部品関連の特化フィルムを軸に販売を伸ばしました。

機能樹脂事業では、エンジニアリングプラスチックは、国内の自動車用途が好調に推移し、工業用接着剤“バ

イロン”は、電子材料用途を中心に販売を伸ばしました。また、光機能材料は、海外での拡販が好調に推移しま

した。

この結果、当事業の売上高は前年同期比41億円（5.9％）増の731億円、営業利益は同４億円（6.3％）増の64

億円となりました。
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（産業マテリアル事業）

当事業は、スーパー繊維は苦戦しましたが、生活・産業資材が回復基調にあり、前年同期に比べ増収増益とな

りました。

スーパー繊維では、“ツヌーガ”および“イザナス”は堅調に推移しましたが、“ザイロン”の販売が伸び悩

みました。生活・産業資材では、バグフィルター用ＰＰＳ繊維“プロコン”が回復傾向にあり、販売を伸ばしま

した。

この結果、当事業の売上高は前年同期比16億円（5.5％）増の305億円、営業利益は同５億円（29.4％）増の22

億円となりました。

 

（ヘルスケア事業）

当事業は、ＶＯＣ処理装置がアジア向けに好調に推移しましたが、医薬品製造受託事業が苦戦し、前年同期に

比べ減収減益となりました。

バイオ・メディカル事業では、診断薬用酵素、ライフサイエンス用試薬は国内外で販売を伸ばしましたが、医

薬品製造受託事業が苦戦しました。

機能膜・環境事業では、ＶＯＣ処理装置がアジア向けに好調に推移しましたが、医用膜の販売が伸び悩みまし

た。

この結果、当事業の売上高は前年同期比17億円（9.3％）減の163億円、営業利益は同５億円（21.4％）減の17

億円となりました。

 

（繊維・商事事業）

当事業は、前年同期に比べ、減収減益となりました。

ユニフォーム用途は堅調に推移しましたが、スポーツ衣料製品の一部および中東向け特化生地の販売が苦戦し

ました。

また、前第３四半期連結会計期間からのブラジルにおける繊維事業の休止の影響もあり、大幅な減収となりま

した。

この結果、当事業の売上高は前年同期比61億円（15.2％）減の338億円となり、営業損失は２億円となりまし

た（前年同期は営業利益４億円）。

 

（不動産事業、その他事業）

当事業では、不動産、エンジニアリング、情報処理サービス、物流サービス等のインフラ事業は、それぞれ概

ね計画どおりに推移しました。

この結果、当事業の売上高は前年同期比12億円（13.5％）減の77億円、営業利益は同２億円（13.7％）減の15

億円となりました。

 

資産、負債及び純資産の状況

総資産は、前年度末比34億円（0.8％）減の4,474億円となりました。これは主として現金及び預金が減少した

ことによります。

負債は、前年度末比97億円（3.5％）減の2,702億円となりました。これは主として短期借入金が減少したこと

によります。

純資産は、利益剰余金などが増加したことから、前年度末比63億円（3.7％）増の1,772億円となりました。
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（２）キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比22億円（20.3％）収入が増

加し、128億円の収入となりました。主な内容は、減価償却費78億円、税金等調整前四半期純利益77億円およ

び法人税等の支払額25億円です。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比32億円（43.6％）支出が増

加し、106億円の支出となりました。主な内容は、有形及び無形固定資産の取得による支出111億円です。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期52億円の収入に対し、95億円

の支出となりました。主な収入の内容は、長期借入れによる収入155億円、主な支出の内容は、長期借入金の

返済による支出146億円、短期借入金の純減少額69億円および配当金の支払額31億円です。

 

この結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末比68億円減の254億円となりまし

た。

 

（３）事業上および財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

当社は、平成29年５月11日に開催された取締役会において、「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛

策）」（以下「本プラン」といいます。）の更新を決定しました。本プランは、平成29年６月28日開催の当社定

時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、出席株主の議決権の過半数の賛同を得て可決さ

れております。

 

１）当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要

当社は、上場会社として、株主の皆様による当社株券等の自由な売買を認める以上、当社の支配権の移転を伴

う大量買付行為に応じるべきか否かのご判断は、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきだと考えて

おります。

しかしながら、最近の我が国の資本市場における株券等の大量買付行為の中には、現経営陣の賛同を得ず一方

的に行為を強行する動きも見受けられ、①対象会社に対し高値買取の要求を狙う買収である場合や、重要な資

産・技術情報等を廉価に取得するなどして会社の犠牲の下に大量買付者の利益実現を狙う買収である場合、②株

主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合、③株主の皆様に十分な検討時間を与え

ず、また対象会社の経営陣との十分な協議や合意等のプロセスを経ることなく行われる買収である場合、④対

象会社の企業価値向上のために必要な従業員、取引先、お客様等の利害関係者との関係を損なうおそれのある買

収である場合等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損するおそれがあるものも少なくあり

ません。

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の財務および基本理念、事業内容、

コアテクノロジーを十分理解し長期的視野に立って企業価値ひいては株主共同の利益を高めることを目的とする

者であるべきだと考えます。したがいまして、当社は、上記のような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

毀損するおそれのある不適切な大量買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方

針の決定を支配する者として適切ではなく、このような行為を抑止するための枠組みが必要不可欠であると考え

ております。
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２）基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要

当社は、綿紡績を祖業としつつ、その後は化学繊維、合成繊維へと事業を拡大、その後には、フィルム、機能

樹脂、スーパー繊維、機能膜、診断薬用酵素等の市場へも参入、以来、これらの製品に代表されるスペシャル

ティ事業の拡大を進めてきました。130年を超える歴史を通じて、当社は、「重合・変性」「加工」「バイオ」

のコア技術を育むとともに、販売、開発、生産が一体となって、顧客の要請にきめ細かく応えていくビジネスモ

デルをつくり上げてきました。このビジネスモデルをもとに、さらに成長軌道に乗せるため、５つのアクション

プランを設定し取り組むことで、事業の維持・拡大を図っています。

当社は、企業価値を「利益、キャッシュフロー、資産効率等の経済的価値」と「ステークホルダーからの信

頼・評価を含めた社会的価値」の両方で構成されると考えており、これら両面から企業価値を高めていきます。

 

３）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組みの内容の概要

①本プランの概要

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かか

る手続に従わない大量買付行為が行われる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損するものであると判断される場合には、かかる大量買付行

為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。また、会社法

その他の法律および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当

該その他の対抗措置が用いられることもあります。

本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）には、大量買付者およ

びその関係者による行使を禁止する行使条件や、当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者およびその

関係者以外の株主の皆様に当社普通株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。

本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者およびそ

の関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。

 

②本プランの有効期間

本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に関する定時株主総会の終結の時ま

でとします。

 

４）本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とす

るものではないことおよびその理由

本プランは、以下の理由により、上記１）の基本方針の実現に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損な

うものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

①買収防衛策に関する指針（経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利

益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」）の要件等を完全に充足していること

②企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として更新されていること

③株主意思を重視するものであること

④独立性の高い社外者（独立委員会）の判断の重視

⑤対抗措置発動に係る合理的な客観的要件の設定

⑥独立した地位にある第三者専門家の助言の取得

⑦デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

 

なお、本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社のウェブサイト

（http://www.toyobo.co.jp/news/2017/）に掲載されている平成29年５月11日付「当社株式の大量買付行為への

対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ」をご参照ください。

 

（４）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は5,274百万円です。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 2,000,000,000

計 2,000,000,000

（注）平成29年６月28日開催の第159回定時株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されています。これ

により、株式併合の効力発生日（同年10月１日）をもって、発行可能株式総数は1,800,000,000株減少し、

200,000,000株となっています。

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在発行数

（株）
（平成29年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年11月14日）

上場金融商品取
引所名又は登録
認可金融商品取
引業協会名

内容

普通株式 890,487,922 89,048,792
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は当第２

四半期会計期間末時

点では1,000株で、提

出日現在では100株で

す。

計 890,487,922 89,048,792 － －

（注）１.平成29年６月28日開催の第159回定時株主総会の決議により、同年10月１日付で10株につき１株の割合で株

式併合を行ったことにより、発行済株式総数は801,439,130株減少し、89,048,792株となっています。

２.平成29年４月25日開催の取締役会の決議により、同年10月１日付で単元株式数を1,000株から100株に変更して

います。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成29年７月１日～

平成29年９月30日
－ 890,487 － 51,730 － 19,224

（注）平成29年６月28日開催の第159回定時株主総会の決議により、同年10月１日付で10株につき１株の割合で株式併合

を行ったことにより、発行済株式総数は801,439千株減少し、89,048千株となっています。
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（６）【大株主の状況】

  平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11
70,589 7.93

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11－３
69,455 7.80

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口９）

東京都中央区晴海１丁目８－11
23,650 2.66

全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町２丁目７－９ 23,200 2.61

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 17,508 1.97

東友会 大阪市北区堂島浜２丁目２－８ 17,324 1.95

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口５）

東京都中央区晴海１丁目８－11
14,616 1.64

STATE STREET LONDON CARE OF STATE

STREET BANK AND TRUST, BOSTON

SSBTC A/C UK LONDON BRANCH

CLIENTS- UNITED KINGDOM

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111

14,482 1.63

東洋紡従業員持株会 大阪市北区堂島浜２丁目２－８ 14,357 1.61

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１－１ 14,029 1.58

計 － 279,211 31.35

（注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）、（信託口５）、（信託口９）および日本マス

タートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式は、信託業務に係る株式です。

２．みずほ銀行株式会社から、平成29年４月21日付で、株式会社みずほ銀行ほか３名を共同保有者とする大量

保有報告書（変更報告書）が提出されています。当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所

有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。なお、その大量保有報告書

（変更報告書）の内容は次のとおりです。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％)

株式会社みずほ銀行ほか３名 東京都千代田大手町１丁目５－５ほか 48,390 5.43
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式       2,719,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式     883,481,000 883,481 －

単元未満株式 普通株式       4,287,922 － －

発行済株式総数              890,487,922 － －

総株主の議決権 － 883,481 －

（注）１.「完全議決権株式(その他)」には証券保管振替機構名義の株式が21,000株（議決権の数21個）含まれてい

ます。

２.平成29年６月28日開催の第159回定時株主総会の決議により、同年10月１日付で10株につき１株の割合で

株式併合を行ったことにより、発行済株式総数は801,439,130株減少し、89,048,792株となっています。

３.平成29年４月25日開催の取締役会の決議により、同年10月１日付で単元株式数を1,000株から100株に変更し

ています。

 

②【自己株式等】

平成29年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数
  （株）

他人名義所
有株式数
 （株）

所有株式数の
合計
  （株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

東洋紡㈱ 大阪市北区堂島浜２丁目２-８ 2,719,000 － 2,719,000 0.31

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しています。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平

成29年９月30日まで）および第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けています。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,329 25,575

受取手形及び売掛金 81,407 ※２ 78,485

商品及び製品 43,516 43,021

仕掛品 13,916 13,545

原材料及び貯蔵品 15,336 15,214

その他 10,097 13,549

貸倒引当金 △309 △356

流動資産合計 196,293 189,033

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 48,445 49,647

機械装置及び運搬具（純額） 44,208 44,641

土地 105,578 105,452

その他（純額） 9,675 9,960

有形固定資産合計 207,906 209,700

無形固定資産 4,186 4,193

投資その他の資産   

その他 43,227 45,012

貸倒引当金 △821 △531

投資その他の資産合計 42,406 44,480

固定資産合計 254,497 258,373

資産合計 450,790 447,406
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 42,721 ※２ 42,126

短期借入金 39,989 33,251

1年内返済予定の長期借入金 22,916 14,623

引当金 4,841 4,372

その他 26,397 ※２ 23,945

流動負債合計 136,865 118,317

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 65,440 74,724

役員退職慰労引当金 322 268

環境対策引当金 791 773

退職給付に係る負債 18,331 17,929

その他 28,132 28,199

固定負債合計 143,016 151,894

負債合計 279,880 270,211

純資産の部   

株主資本   

資本金 51,730 51,730

資本剰余金 32,239 32,239

利益剰余金 45,919 49,120

自己株式 △393 △395

株主資本合計 129,495 132,694

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,388 7,569

繰延ヘッジ損益 △58 △28

土地再評価差額金 44,467 44,467

為替換算調整勘定 △10,268 △9,441

退職給付に係る調整累計額 △2,251 △1,674

その他の包括利益累計額合計 38,278 40,892

非支配株主持分 3,137 3,609

純資産合計 170,910 177,195

負債純資産合計 450,790 447,406

 

EDINET提出書類

東洋紡株式会社(E00525)

四半期報告書

13/24



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 164,658 161,400

売上原価 125,315 122,537

売上総利益 39,343 38,863

販売費及び一般管理費 ※ 28,675 ※ 28,358

営業利益 10,668 10,506

営業外収益   

受取配当金 350 394

その他 1,224 746

営業外収益合計 1,574 1,140

営業外費用   

支払利息 740 652

出向者人件費 446 606

その他 2,315 1,310

営業外費用合計 3,501 2,568

経常利益 8,742 9,078

特別利益   

固定資産売却益 6 505

その他 26 99

特別利益合計 32 604

特別損失   

固定資産処分損 456 1,447

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 1,057 －

その他 1,768 488

特別損失合計 3,281 1,935

税金等調整前四半期純利益 5,493 7,747

法人税等 1,840 1,726

四半期純利益 3,652 6,020

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △5 △27

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,658 6,047
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

四半期純利益 3,652 6,020

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,118 1,328

繰延ヘッジ損益 30 30

為替換算調整勘定 △1,145 692

退職給付に係る調整額 789 577

持分法適用会社に対する持分相当額 △596 28

その他の包括利益合計 △2,041 2,656

四半期包括利益 1,612 8,676

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,709 8,661

非支配株主に係る四半期包括利益 △98 15
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 5,493 7,747

減価償却費 7,310 7,801

支払利息 740 652

売上債権の増減額（△は増加） 868 2,695

たな卸資産の増減額（△は増加） 660 1,688

仕入債務の増減額（△は減少） △2,291 △1,422

その他 △1 △3,824

小計 12,780 15,338

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,149 △2,548

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,631 12,789

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,949 △11,132

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入
293 －

その他 284 545

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,372 △10,587

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 90 △6,852

長期借入れによる収入 3,386 15,523

長期借入金の返済による支出 △9,192 △14,627

社債の発行による収入 15,000 －

配当金の支払額 △3,106 △3,103

利息の支払額 △745 △677

その他 △197 241

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,236 △9,494

現金及び現金同等物に係る換算差額 △763 312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,733 △6,979

現金及び現金同等物の期首残高 20,101 32,179

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額（△は減少）
13 211

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の

増加額
－ 9

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 27,847 ※ 25,420
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

１．連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間において、TOYOBO Chemicals Europe GmbHを新規設立により、東洋紡テクノサービ

ス㈱ほか５社を重要性の観点から、それぞれ連結の範囲に含めています。また、東洋紡ＧＦＡ㈱は当社と合併

したため、ミユキ販売㈱は御幸毛織㈱と合併したため、それぞれ連結の範囲から除外しています。

 

２．持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

従来、決算日が12月31日であった連結子会社については、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っていましたが、連結財務諸表のより適正な開示を図

るため、第１四半期連結会計期間より、TOYOBO TEXTILE (MALAYSIA)SDN. BHD.およびTOYOBO Korea Co., Ltd.

は決算日を３月31日に変更し、東洋紡（上海）生物科技有限公司は連結決算日に実施した本決算に準じた仮決

算に基づく財務諸表を使用する方法へ変更しています。この変更に伴い、当第２四半期連結累計期間は平成29

年１月１日から平成29年９月30日までの９ヶ月間を連結しています。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

１．保証債務

連結会社以外の会社等の金融機関からの借入等に対する債務保証額は、次のとおりです。

前連結会計年度
（平成29年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成29年９月30日）

日本ダイニーマ㈱ 1,530百万円 日本ダイニーマ㈱ 1,530百万円

キャストフィルムジャパン㈱ 575 キャストフィルムジャパン㈱ 575

Arabian Japanese Membrane

Company,LLC
391

Arabian Japanese Membrane

Company,LLC
176

従業員住宅貸金（10件） 23 従業員住宅貸金（10件） 20

その他　２社 116 その他　１社 140

計 2,634百万円 計 2,442百万円

 

※２．四半期連結会計期間末日満期手形および確定期日現金決済（手形と同条件で手形満期日に現金決済する方

法）の会計処理については、当第２四半期連結会計期間の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が

行われたものとして処理しています。当第２四半期連結会計期間末日満期手形等の金額は次のとおりです。

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成29年９月30日）

受取手形及び売掛金 ―――― 5,986百万円

支払手形及び買掛金 ―――― 4,562

流動負債のその他 ―――― 1,649

 

（四半期連結損益計算書関係）

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりです。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　　至 平成29年９月30日）

１．給料賃金賞与等 6,945百万円 6,812百万円

２．賞与引当金繰入額 1,420 1,381

３．退職給付費用 974 886
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

現金及び預金勘定 27,982百万円 25,575百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △136 △155

現金及び現金同等物 27,847百万円 25,420百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年９月30日）

配当金支払額

（決 議）
株式の
種 類

配当金の
総 額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月28日

定時株主総会
普通株式 3,107 3.5 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年９月30日）

配当金支払額

（決 議）
株式の
種 類

配当金の
総 額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日

定時株主総会
普通株式 3,107 3.5 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

         （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
フィルム・
機能樹脂
事　業

産業
マテリアル
事　業

ヘルスケア

事　業

繊維・商事

事　業

不動産
事　業

計

売上高           

外部顧客への
売上高

69,059 28,905 17,959 39,819 2,237 157,979 6,678 164,658 － 164,658

セグメント間の
内部売上高
又は振替高

－ 27 314 92 546 979 5,691 6,670 △6,670 －

計 69,059 28,932 18,273 39,911 2,783 158,958 12,369 171,327 △6,670 164,658

セグメント利益 6,011 1,728 2,211 443 1,229 11,621 505 12,126 △1,458 10,668

(注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物・機械等の設計・施

工、情報処理サービス、物流サービス等の事業を含んでいます。

２．セグメント利益の調整額△1,458百万円には、セグメント間取引消去△124百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△1,333百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない基礎的研究に係る費用です。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「繊維・商事事業」において、420百万円の減損損失を構造改善関係費に含めて計上しています。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

         （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

 
フィルム・
機能樹脂
事　業

産業
マテリアル
事　業

ヘルスケア

事　業

繊維・商事

事　業

不動産
事　業

計

売上高           

外部顧客への
売上高

73,130 30,506 16,297 33,757 2,241 155,932 5,468 161,400 － 161,400

セグメント間の
内部売上高
又は振替高

－ 125 1,035 147 548 1,856 4,523 6,379 △6,379 －

計 73,130 30,632 17,333 33,904 2,789 157,788 9,991 167,780 △6,379 161,400

セグメント利益
又は損失（△）

6,392 2,236 1,738 △176 1,183 11,373 313 11,686 △1,181 10,506

(注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物・機械等の設計・施

工、情報処理サービス、物流サービス等の事業を含んでいます。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,181百万円には、セグメント間取引消去62百万円、各報告

セグメントに配分していない全社費用△1,243百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない基礎的研究に係る費用です。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、事業シナジー強化のため、膜・分離材に係る事業を集約する組織変更を行

い、従来「産業マテリアル事業」に含まれていたＡＣ事業の事業セグメントを「ヘルスケア事業」に変更して

います。この組織変更に伴い、一部の連結子会社の事業セグメントを「産業マテリアル事業」から「ヘルスケ

ア事業」へそれぞれ変更しています。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法に基づき作成しています。
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（金融商品関係）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

 

（有価証券関係）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

 

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引について、四半期連結決算日における取引の契約額その他の金額は、前連結会計年度の末日

と比較して著しい変動がありません。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 41円20銭 68円11銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
3,658 6,047

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）
3,658 6,047

普通株式の期中平均株式数（千株） 88,779 88,777

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していま

せん。

２．当社は平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株の割合で株式併合を行っていま

す。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純

利益金額を算定しています。
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（重要な後発事象）

１．株式併合および単元株式数の変更

当社は、平成29年４月25日開催の取締役会において、単元株式数の変更にかかる定款の一部変更について決

議するとともに、同年６月28日開催の第159回定時株主総会に株式の併合について付議することを決議し、同

株主総会にて承認可決され、同年10月１日でその効力が発生しています。

 

（１）株式の併合および単元株式数の変更の目的

全国証券取引所は、投資家をはじめとする市場利用者の利便性の向上等を目的に、国内上場会社の普通株

式の売買単位（単元株式数）を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進しています。

当社は、この趣旨を踏まえ、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することとしました。

単元株式数を変更するにあたり、単元株式数変更後も、当社株式の売買単位あたりの価格水準を維持し、

また各株主様の議決権の数にも変更が生じることがないよう、当社株式について10株を１株にする併合を行

うこととしました。

 

（２）株式併合の内容

①株式併合する株式の種類

普通株式

②株式併合の方法および割合

平成29年10月１日をもって、同年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主様ご所有の株式につい

て、10株を１株の割合で併合しました。

③株式併合により減少する株式数

株式併合前の発行済株式総数（平成29年９月30日現在） 890,487,922株

株式併合により減少する株式数 801,439,130株

株式併合後の発行済株式総数 89,048,792株

④１株未満の端数が生じる場合の処理

本株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに従い、当社が一括

して処分し、その代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて交付します。

 

（３）単元株式数の変更の内容

平成29年10月１日をもって、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更しました。

 

（４）株式併合および単元株式数の変更の日程

取締役会決議日 平成29年４月25日

株主総会決議日 平成29年６月28日

株式併合および単元株式数の変更 平成29年10月１日

 

（５）１株当たり情報に及ぼす影響

１株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しています。
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２．固定資産（信託受益権）の譲渡

当社は当社が所有する固定資産（信託受益権）の譲渡契約を締結し、平成29年10月20日に当該物件の引渡し

を完了しました。

 

（１）譲渡の理由

経営資源の有効活用による資産の効率化と財務体質の向上を図るため、当社が所有する不動産（信託受益

権）の譲渡を行うものです。

 

（２）譲渡資産の内容

資産の名称 東洋紡本社ビル

所在地 大阪市北区堂島浜二丁目２番８号

土地面積 5,643.92㎡

譲渡益 10,402百万円

現況 本社事務所および賃貸用不動産

（注）譲渡価額、帳簿価額については、譲渡先との守秘義務により開示を控えさせていただきます。

譲渡益は、帳簿価額および譲渡に係る費用等を控除した金額を記載しています。

 

（３）譲渡先の概要

譲渡先については、譲渡先との守秘義務により開示は控えさせていただきます。なお、譲渡先は国内法人

１社ですが、当社との間には、記載すべき資本関係、人的関係および取引関係はなく、また当社の関連当事

者に該当する状況ではありません。

 

（４）譲渡の日程

取締役会決議日 平成29年９月22日

契約締結日 平成29年９月26日

物件引渡期日 平成29年10月20日

 

（５）連結損益に与える影響額

当該固定資産（信託受益権）の譲渡に伴う譲渡益10,402百万円は、平成30年３月期第３四半期連結会計期

間において「固定資産売却益」として特別利益に計上する予定です。

 

２【その他】

（訴訟）

米国司法省による損害賠償請求訴訟

米国防弾ベストメーカーであるSecond Chance Body Armor, Inc. が製造販売し、米国政府が購入した防弾

ベスト（当社製品の“ザイロン”繊維を使用）に関して、米国司法省から当社および米国の連結子会社である

TOYOBO U.S.A., INC. 他に対し、米国不正請求禁止法違反、詐欺および不当利得等を理由に、米国において損

害賠償請求訴訟が提起されています。

また、上記Second Chance Body Armor, Inc. 以外の複数の米国防弾ベストメーカー（Armor Holdings,

Inc. 等）から米国政府が購入した防弾ベスト（当社製品の“ザイロン”繊維を使用）に関して、米国司法省

から当社および米国の連結子会社であるTOYOBO U.S.A., INC. に対し、米国不正請求禁止法違反、詐欺および

不当利得を理由に、損害賠償請求訴訟が提起されています。

 上記の訴訟は現在係争中であり、当社としては、相手方の主張が誤りであることを立証し、適切な防御を

行っていく所存です。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年11月13日

東洋紡株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 小野　友之　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 池田　剛士　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 大橋　盛子　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東洋紡株式会社

の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成29

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東洋紡株式会社及び連結子会社の平成29年９月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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